
第５１号議案 

 

蒲郡市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

蒲郡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、次のように制定するものと

する。 

 

平成２５年６月１２日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

蒲郡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うため提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



蒲郡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市国民健康保険税条例（昭和３２年蒲郡市条例第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第１号中「の属する月以後５年を経過する月までの間に限り、同日」を削

り、「属する被保険者が属する世帯」の次に「であって同日の属する月（以下この号

において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの」を加え、

「及び第２６条」を「、第２６条及び第２９条」に改め、「において同じ。）」の次に

「及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３

号、第１０条、第２６条及び第２９条において同じ。）」を加え、同条に次の１号を

加える。 

⑶ 特定継続世帯 １世帯について １万７，０２５円 

第１０条第１号中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同条に次の１号

を加える。 

⑶ 特定継続世帯 １世帯について ５，２５０円 

第２６条第１号イ(ｱ)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号イに次

のように加える。 

   (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について １万１，９１８円 

第２６条第１号エ(ｱ)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号エに次

のように加える。 

   (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について ３，６７５円 

第２６条第２号イ(ｱ)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号イに次

のように加える。 

   (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について ８，５１３円 

第２６条第２号エ(ｱ)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号エに次

のように加える。 

   (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について ２，６２５円 

第２６条第３号中「及び第２９条第１項の表第８号」を削り、同号イ(ｱ)中「以外」

を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号イに次のように加える。 



   (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について ３，４０５円 

第２６条第３号エ(ｱ)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号エに次

のように加える。 

   (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について １，０５０円 

第２９条第１項の表第７号左欄⑴中「受ける者」の次に「（第８号に該当する者は

除く。）」を加え、同欄⑵中「課されないもの」の次に「（第８号に該当する者は除く。）」

を加え、同欄に次のように加える。 

⑶ 第８号に該当し、その適用を受ける者 

第２９条第１項の表第７号右欄中「（第８号に該当する者にあっては、１割）」を

削り、同欄に次のように加える。 

⑶に該当する者 第２６条及び第８号の適用を受けた後の被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額の２割に相当する額 

第２９条第１項の表第８号右欄中 

「                            を 

区分 減免の割合 

第３条、第４条、第７条及び第８条の規定

により算定する額 

１０割 

第２６条第１号又は第２号の適用を受け

ない者の世帯に属する旧被扶養者に係る

第５条及び第９条に規定する額 

５割 

当該世帯に属する被保険者がすべて旧被

扶養者であって、第２６条第１号又は第２

号の適用を受けない者に係る第６条及び

第１０条に規定する額 

５割 

                            」 

「                            に改める。 

区分 減免の割合 

旧被扶養者に係る第３条、第４条、第７

条及び第８条の規定により算定する額 

１０割 

第２６条第１号又 第２６条第３号の ５割 

   
は第２号の適用を

受けない者の世帯

に属する旧被扶養

者に係る第５条及

適用を受けない世

帯 

 

第２６条第３号の

適用を受ける世帯 

当該適用前

の額の３割 
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び第９条に規定す

る額 

当該世帯に属する

被保険者がすべて 

旧被扶養者である

場合（特定世帯及

び第２６条第１号

又は第２号の適用

を受ける場合を除

く。）の第６条及び

第１０条に規定す

る額 

特 定

世 帯 

及 び

特 定

継 続

世 帯

以 外

の 世

帯 

第２６条第

３号の適用 

を受けない

世帯 

５割 

第２６条

第３号の

適用を受

ける世帯 

当該適用前

の額の３割 

特 定

継 続

世 帯 

第２６条

第３号の

適用を受

けない世

帯 

特定継続世

帯の減額前

の額の２．５

割 

第２６条

第３号の

適用を受

ける世帯 

特定継続世

帯の減額前

の額の１割 

                           」 

附則第２０項中「附則第４４条の２第３項」を「附則第４４条の２第４項及び第

５項」に、「第３６条」を「第３５条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。ただし、

附則第２０項の改正規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 次項に定めるものを除き、改正後の蒲郡市国民健康保険税条例（以下「新条例」

という。）の規定は、平成２５年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、

平成２４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第２０項の規定は、平成２６年度以後の年度分の国民健康保険税に

ついて適用する。 


